
様式第３号（第７条関係） 
 

会　議　録 
 
 
１　附属機関の会議の名称 
　　　水戸市赤塚市民センター運営審議会 
 
２　開催日時 
　　　令和７年２月 13 日（木）午前 10 時 00 分から午前 11時 00 分まで 

 

３　開催場所 

　　　水戸市赤塚市民センター　集会室 

 

４　出席した者の氏名 
（１） 委　　員　飯田　正美，蔀　秀子，髙倉　洋治，石井　晴美，川又　恵美 

　 （２） 執行機関　谷津　賢一，伊東　洋子 
（３） そ の 他　なし 

 

５　議題及び公開・非公開の別 

（１） 令和６年度赤塚市民センター利用状況について　　　　　　　（公開） 

（２） 令和６年度赤塚市民センター事業実施状況について　　　　　（公開） 

（３） 令和７年度赤塚市民センター定期講座募集（案）について　　（公開） 

（４） その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公開） 

 

６　非公開の理由 

 

７　傍聴人の数 

　　　０人 

 

８　会議資料の名称 

　　　令和６年度第２回水戸市赤塚市民センター運営審議会 

 

９　発言の内容 

 

 



執行機関　　　　本日はお忙しい中，御出席賜りまして，ありがとうございます。 

定刻になりましたので，ただいまから令和６年度第２回水戸市赤塚市民 

センター運営審議会を開会いたします。 

さて，本日の会議につきましては，水戸市附属機関の会議の公開等に関す 

る規程により，公開となっております。事前にホームページで告知しました 

が，本日は傍聴人はおりません。 

本日の出席者でございますが，委員６人中，５人が出席しております。 

水戸市市民センター条例第 12 条第２項の規定に基づき，委員の２分の１以 

上の出席がありますので，会議は成立いたします。 

なお，水戸市市民センター条例につきましては，本日の会議資料 10ペー 

ジから 13ページを御覧いただければと思います。 

それでは，次第２の会長から御挨拶をお願いいたします。 

 

会　　長　　　（　会長あいさつ　） 

 

執行機関　　　ありがとうございました。 

次に，作成した議事録は内容を確認のうえ，後日，署名をいただいており 

ますがその議事録署名人について，今回，　　委員と　　委員にお願いをい 

たします。 

それでは，議事に入りたいと思います。水戸市市民センター条例第 12 条 

第１項の規定により，会長が議長になることとなっておりますので，会長に 

議事進行をお願いいたします。 

 

議　　長　　　それでは，次第３　議題（１）令和６年度赤塚市民センター利用状況に 

ついて，事務局から御説明願います。 

 

執行機関　　　令和６年度赤塚市民センター利用状況について，事務局から御説明いた 

します。 

（　説　明　） 

 



議　　長　　　ただいまの事務局からの説明について，御質問などはございませんでし 

ょうか。 

 

　委　　員　　　前年度と比べて，表を見ると 100%を超えているところが多数あり，昨年

度よりも利用率が上がっていると思います。 

今年度，赤塚市民センターが目指している，目標と比べたときに，どのよ

うなところに位置しているかお聞きしたい。 

 

　執行機関　　　今年度に関しましては，令和５年度末で 11,565 人でした利用者数を,当

初の目標として，0.5％増の 12,143 人を目標としております。１月末の月平

均を 12 か月で計算すると，年度末では 12,504 人となり，目標を少し上回る

と推測しております。 

 

議　　長　　　ほかにございませんか。それでは，（２）令和６年度赤塚市民センター事

業実施状況について，事務局から御説明願います。 

 

執行機関　　　令和６年度赤塚市民センター事業実施状況について，事務局から御説明 

いたします。 

（　説　明　） 

 

議　　長　　　ただいまの事務局からの説明について，御質問などはございませんでし 

ょうか。 

 

　委　　員　　　募集人数は，いつも定員まで参加者は集まるのでしょうか。 

 

　執行機関　　　集まるのもあれば集まらないのもあります。 

 

　委　　員　　　この間の移動学習は，すごい人気だったというお話を聞いて，歩く会も

年々参加者が増えたような気がします。もう少しお子さん方の参加ができ

るような仕組があれば，また楽しいのかなと思いました。 



　　　　　　　　子育て関係の家庭教育強化事業で河和田保育園の先生が来られる３つの

行事の内容を見ていると，保育園の先生が手作りで作ってきてくださり親

子で作ってその場でそれを使って遊んでいる姿は，やり方的に良いなと思

いました。見ていて微笑ましいなと思いました。保育園の先生ならではのア

イデアが生かされていて良いと感心させられています。 

 

　委　　員　　　移動学習を申し込む場合，本人が来ないと申込みができないという講座

があったりするのですが，代理の方が申込むことができるようになりませ

んか。 

 

　執行機関　　　１月の移動学習で，朝 20 人くらいが時間前に並んで，番号札を配りまし

た。代理の方を良しとすると，並んだ人が２人３人申し込んでしまい，後ろ

に並んだ人まで申込みが回りません。公平に扱うには，本人だけ申込みとし

ておかないと，朝 20 人並んだ最後の人まで申し込みが回らなくなります。

それは改善はできないと思うので，改善するとすれば地区の方を２日３日

前に優先的に地区の申し込み期間として，それ以降に地区外の方の申し込

み期間に分ける方法ぐらいかなと思います。 

 

委　　員　　　提案なのですが。申込み初日に並びました。その日は駄目でも，次の日か

ら，例えば，代理でも申込みできないのでしょうか。 

 

執行機関　　　検討していきたいと思います。 

　　　　　　　 

委　　員　　　人気があればなおさら並びますよね。ここまで並ぶのかと思いました。外

で立って待っている方もおりますしね。移動学習だけではなくて製作する

講座も楽しいので増やして欲しいと思います。 

 

執行機関　　　子ども講座のサマー教室の申し込みでは，多すぎて帰っていただいた方

もいました。朝，保護者の方がいっぱい来てしまい番号札をお渡ししました

が，後ろの方までは申込みができずに帰っていただいたこともありました。 



 

委　　員　　　先着順ではなく抽選にできないのでしょうか。 

 

　執行機関　　　そういう方法もできると思いますが，ただ申込み数の予想がつかないで

す。抽選時の公平性が見えないと思います。 

 

議　　長　　　次の議題に移ります。 

それでは，（３）令和７年度赤塚市民センター定期講座募集（案）につい 

て，事務局から御説明願います。 

 

執行機関　　　令和７年度赤塚市民センター定期講座募集（案）ついて，事務局から御 

説明いたします。 

（　説　明　） 

 

議　　長　　　ただいまの事務局からの説明について，御質問などはございませんで 

しょうか。 

 

　委　　員　　　新しい講座の開設はありますか。 

 

　執行機関　　　部屋を利用している「大人の塗り絵」の方から，教室開設のお話しがあり

まして，来年度単発講座で開催して参加状況によって令和８年度の教室と

して開始できればと思います。 

何か新しい教室の開設希望等がありましたら検討していきたいと思いま

す。 

 

　委　　員　　　新しい講座の開設に関連して，赤塚小学校に金管部という部活動があっ

て，今年度これからの活動について話し合おうということで皆で話し合い

ました。来年度は継続しますが，令和８年度から継続できるのか再検討しよ

うということで，今動いています。中学校の部活動も令和８年度から土日は，

地域移行化だということで，学校で部活動はしないという流れになってい



るのに合わせて，可能であれば，この市民センターを使って活動をすること

はできないものかと提案なのですが，お願いできたら嬉しいと思います。 

いろんな小学校で，金管部がなくなっていて地域に受け皿を作っていこ

うと動いています。中学校も土日の部活の活動場所をこれから探していく

んだと思います。国と県の動きとしては，土日の部活は地域に移行していく

と思います。 

 

　執行機関　　　ほかの市民センターと足並みをそろえていこうと思います。 

 

　議　　長　　　センターのホールは狭く，楽器を置く場所が無い。活動は大丈夫だが，楽

器を置く場所が無い。 

 

　委　　員　　　防音設備も付けないといけないし，検討しないといけないですね。 

 

議　　長　　　ほかにないようでしたら，次に「（４）その他」になりますが，皆様方か

ら御意見や御質問などがありましたら，お願いいたします。 

　　　　　　　（　意見や質問　） 

 

執行機関　　　市民センターの部屋予約の件ですが，４月から水戸市市民センターの施

設予約システムになりますので，携帯やパソコンで部屋が取れるようにな

ります。団体登録など１月 27 日から２月 27 日に本庁で補助説明会をサー

クルに通知を出して実施しております。 

　　　　　　　４月から変わりますが，地区会の行事につきましては優先していますの

で，特に問題はありません。 

 

委　　員　　　予約システムで毎月何日に翌月分を予約しようとして漏れた分は，セン

ターに直接連絡して予約をして良いか。 

 

執行機関　　　サークルは連絡しても予約できません。携帯やパソコンで予約してくだ

さい。可能なのは地区会等で市民センターに来ていただいて予約していた



だきます。 

 

　委　　員　　　地区で翌年度の会議の日程を取りに来るかと思います。 

 

　執行機関　　　町内会・地区会に関しては対応してまいります。 

　　　　　　　 

議　　長　　　市民センターの予約がいっぱいで使用できない場合は，近くの「いきいき

交流センター　あかしあ」も使用できます。使用料金もかかりません。 

 

議　　長　　　ほかにございませんか。ないようですので，本日の議事は終了です。では， 

事務局にお返しいたします。 

 

執行機関　　　ありがとうございました。 

以上で，令和６年度第２回水戸市赤塚市民センター運営審議会を閉会い 

たします。 

本日は，お忙しい中御出席をいただきまして，ありがとうございました。 


